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資料配布 近畿地方整備局

奈良国道事務所

国道25号 名阪国道の異常気象時通行規制区間

通行止めの可能性について（第 １ 報）

○国道２５号名阪国道（天理東ＩＣ～五月橋 ＩＣ間）において、
連続雨量（１６０ｍｍ）に達した場合は通行止めとなりますので
事前にお知らせ致します。

○通行止めを実施する場合は、別途お知らせ致します。

通行止めの可能性がある区間は下記のとおりです。

記

区 間：国道２５号 名阪国道 天理東ＩＣ～五月橋ＩＣ間 【上下線】
（延長約２９．６ｋｍ）

１２時１０分の時点で、上記区間の連続雨量が１４０ｍｍとなっております。

＜取扱い＞

＜配布場所＞ 奈良県政・経済記者クラブ

＜問合せ先＞

国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所

副 所 長 田中 克己
た なか か つみ

管理第二課長 西本 一郎
にしもと いちろう

ＴＥＬ ０７４２－３３－１３９１（代表）

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

副 所 長 松本 昭 一
まつもと あきかず

管 理 課 長 松田 昇
まつ だ のぼる

ＴＥＬ ０５９５－８２－１３１２（代表）



国道25号名阪国道 異常気象時通行規制区間

異常気象時通行規制区間 【 連続雨量160mm】


